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 ２ 吉川市健康増進計画策定委員会設置要綱 

 

（設置） 

第1条 吉川市民の健康の保持・増進を図り、生涯にわたって健康で豊かな生活を維持する

ため、吉川市康増進計画策定委員会（以下「委員会」という。）を設置する。 

（目的） 

第２条 委員会は、市民の健康づくりを推進するために、本市の保健衛生の状況等を踏まえ、

市民の健康の保持増進のために必要な施策に関する基本的な計画を策定する。 

（構成） 

第３条 委員会は、次に掲げるものにより構成する。 

（１）市民またはボランティア団体関係者 

（２）保健機関の代表者 

（３）行政関係者（健康福祉部職員、政策室職員、教育委員会職員） 

 

（組織） 

第4条 委員会に、会長、副会長をおく。 

２ 会長および副会長は委員の互選とする。 

（会長および副会長の職務) 

第５条 会長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 委員会の会議は、会長が招集する。 

２ 会議は、会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求めて、説明又は意見を聴くこと

ができる。 

３ 会議は、必要に応じて医療関係者に意見を聞くことができる。 

（庶務） 

第7条 委員会の庶務は、健康福祉部健康増進課において処理する。 

（その他） 

第８条 この要綱に定めるもののほか委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮

って定める。 

   附 則 

 この要綱は、平成１８年８月１７日から施行する。 
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